
　

地
公
退
は
、
第
五
四
回
総
会
で
決
定
し
た
「
二
〇
二
三
年
地
公
退
統
一
要

求
」
に
つ
い
て
九
月
一
三
日
一
一
時
か
ら
総
務
省
に
申
し
入
れ
、
回
答
を
受
け

た
。
地
公
退
か
ら
は
竹
田
会
長
、
足
立
、
徳
茂
、
山
岸
副
会
長
、
川
端
事
務

局
長
が
参
加
し
、
総
務
省
は
小
池
信
之
公
務
員
部
長
、
田
中
良
斉
福
利
課
長

が
対
応
し
た
。
翌
一
四
日
の
内
閣
改
造
で
総
務
大
臣
の
交
代
が
予
定
さ
れ
て
お

り
そ
れ
に
先
立
っ
て
一
三
日
朝
、
公
務
員
部
長
の
交
代
が
発
令
さ
れ
た
。

　

今
次
申
し
入
れ
は
小
池
部
長
発
令
当
日
の
初
仕

事
と
な
っ
た
。
例
年
と
同
じ
よ
う
に
省
の
「
所
管

外
事
項
」
は
回
答
せ
ず
と
の
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、

年
金
や
地
域
包
括
ケ
ア
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
、
ふ

る
さ
と
納
税
等
の
課
題
に
は
き
ち
ん
と
省
の
立
場

を
述
べ
た
。

　

こ
の
申
し
入
れ
は
岸
真
紀
子
参
議
院
議
員
の
側

面
的
支
援
を
得
て
実
施
し
、
当
日
も
議
員
に
同
席

願
っ
た
。

 

地
方
公
務
員
退
職
者
協
議
会
か
ら
の
要
請
に
つ
い
て
（
要
求
と
回
答
）

一 

．
年
金
に
つ
い
て

　

(

一)
 　

年
金
制
度
と
財
政
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
雇
用
の
安
定
・
質
の
向
上
、

賃
金
改
善
、
次
世
代
育
成
支
援
充
実
を
図
る
こ
と
。

　

(

二)
 　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
制
度
に
よ
る
年
金
額
調
整
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

現
受
給
者
の
年
金
を
守
る
と
と
も
に
将
来
の
年
金
受
給
世
代
が
貧
困
に
陥

ら
な
い
年
金
額
水
準
を
確
保
で
き
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
現
受
給
者
を
は

じ
め
関
係
者
と
誠
実
に
協
議
す
る
こ
と
。

　

(

三)
 　

基
礎
年
金
保
険
料
の
拠
出
期
間
を
現
在
の
四
〇
年
か
ら
四
五
年
に
延
長

す
る
こ
と
。
延
長
に
伴
い
生
じ
る
基
礎
年
金
給
付
金
増
に
つ
い
て
は
、
そ

の
一
／
二
国
庫
負
担
を
堅
持
し
て
必
要
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

　

(

四)
 　

短
時
間
労
働
者
の
年
金
保
険
適
用
に
つ
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
に
と
ど

め
ず
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
フ
年
金
の
検
討
を
含
め
て
抜
本
的
に
拡
大
す
る
こ
と
。

　

（(

一)

～(

四)

回
答
）

　

 　

年
金
制
度
全
体
に
係
る
事
項
で
す
の
で
、
総
務
省
だ
け
で
は
お
答
え

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
年
金
生
活
者

の
み
な
ら
ず
、
現
役
世
代
の
理
解
を
十
分
に
得
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
改
正
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
障

審
議
会
年
金
部
会
等
で
の
十
分
な
議
論
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

 　

そ
の
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
で
は
、
昨
年
一
〇
月
よ
り
、
次

期
年
金
制
度
改
正
に
向
け
た
主
な
検
討
事
項
に
つ
い
て
議
論
が
開
始

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

 　

な
お
、
雇
用
の
安
定
・
質
の
向
上
、
賃
金
改
善
に
つ
い
て
、
地
方

公
務
員
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
お
い
て
は
、
平
成
二
九
年
の
通
常

国
会
で
成
立
し
た
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
適
正
な
任
用
を
確
保
す
る
た
め
、
令
和

二
年
四
月
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、

令
和
五
年
の
通
常
国
会
で
成
立
し
た
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
四
月
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
、
勤
勉
手
当
の
支
給
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

 　

ま
た
、
令
和
三
年
の
通
常
国
会
に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
定
年

が
段
階
的
に
六
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
公
務
員
の
定
年
に
つ
い
て
も
、
地
方
公
務
員
法
に
お
い
て
国
家

公
務
員
の
定
年
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
、
国
家
公
務
員
と
同
様
、

令
和
一
三
年
四
月
に
か
け
て
二
年
に
一
歳
ず
つ
、
六
五
歳
ま
で
引
き

上
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
。

　

 　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
総
務
省
と
し
て
は
、
今
後
も
引

き
続
き
、
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
等
に
お
け
る
検
討
の
状
況
に

つ
い
て
、
十
分
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
(

五)
 　

地
方
公
務
員
共
済
長
期
積
立
金
は
運
用
収
益
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

適
正
に
運
用
す
る
こ
と
。
株
式
運
用
投
資
で
は
国
連
が
提
唱
す
る
「
責
任

投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
」
の
趣
旨
に
沿
っ
た
運
用
を
拡
充
す
る
こ
と
。

　

（
回
答
）

　

 　

積
立
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
必
要
と
な
る
積
立
金
の
実
質
的
な

運
用
利
回
り
を
最
低
限
の
リ
ス
ク
で
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

政
府
の
積
立
金
基
本
指
針
等
に
基
づ
き
適
正
に
行
わ
れ
る
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
国
連
の
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た

投
資
手
法
で
あ
る
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
や
環
境
・
社
会
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
着
目
し
た
投
資
（
Ｅ
Ｓ
Ｇ
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
四

年
度
末
時
点
で
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
全
体
で
は
一
二
五
七
二
億

円
を
Ｅ
Ｓ
Ｇ
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
て
お
り
ま
す
。

　

 　

政
府
と
し
て
も
、
令
和
二
年
に
積
立
金
基
本
指
針
を
改
正
し
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
投
資
の
検
討
対
象
を
株
式
か
ら
積
立
金
全
体
に
拡
大
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
全
体
と
し
て
は
、
今
後
、
さ
ら

に
社
会
的
責
任
投
資
等
の
実
施
に
向
け
た
検
討
が
進
む
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

(

六)
 　

被
用
者
年
金
一
元
化
に
伴
う
追
加
費
用
削
減
に
つ
い
て
、
沖
縄
の
共
済
年

金
受
給
者
は
政
令
に
よ
り
そ
れ
以
外
の
地
域
よ
り
追
加
費
用
期
間
が
長
く
削

減
幅
が
大
き
い
。
沖
縄
の
実
情
に
即
し
て
何
ら
か
の
是
正
策
を
と
る
こ
と
。

　

（
回
答
）

　

 　

追
加
費
用
の
削
減
は
、
共
済
年
金
受
給
者
間
で
給
付
と
負
担
の
バ

ラ
ン
ス
の
公
平
性
を
高
め
る
と
い
う
趣
旨
で
、
公
務
員
等
の
恩
給
期

間
は
本
人
負
担
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
恩
給
期
間
分
の
給

付
に
つ
い
て
、
負
担
に
見
合
っ
た
給
付
水
準
と
す
る
よ
う
に
減
額
す

る
も
の
で
す
。

　

 　

ご
指
摘
の
追
加
費
用
期
間
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
以
外
の
組

合
員
に
対
す
る
地
共
済
法
の
適
用
が
昭
和
三
七
年
一
二
月
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
の
恩
給
期
間
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
沖
縄

の
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
一
年
七
月
か
ら
沖
縄
の
共
済
法
に

よ
る
共
済
制
度
が
適
用
さ
れ
、
同
月
前
の
恩
給
期
間
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
共
済
年
金

の
適
用
前
の
恩
給
期
間
を
追
加
費
用
期
間
と
す
る
考
え
方
に
違
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

 　

な
お
、
追
加
費
用
の
削
減
に
当
た
っ
て
は
、
①
減
額
率
の
上
限
は

恩
給
期
間
も
含
め
た
共
済
年
金
全
体
の
一
〇
％
と
す
る
、
②
二
三
〇

地
公
退
二
〇
二
三
年
要
求
に
つ
い
て
総
務
省
に
申
し
入
れ
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万
円
／
年
以
下
の
給
付
（
恩
給
期
間
も
含
め
た
共
済
年
金
全
体
）
は

減
額
し
な
い
、
と
い
う
措
置
を
講
じ
、
受
給
者
の
生
活
の
安
定
に
も

配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

 　

民
間
被
用
者
、
公
務
員
を
通
じ
た
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ

り
、
制
度
の
安
定
化
と
公
平
化
を
図
り
、
若
い
世
代
を
含
め
、
す
べ

て
の
世
代
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

二
．
地
域
包
括
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
基
盤
整
備
に
つ
い
て

　

 　

街
づ
く
り
と
一
体
で
、
入
院
・
通
院
、
入
所
・
通
所
、
訪
問
の
最
適
形
態
に

よ
り
、
利
用
者
本
位
の
診
療
・
看
護
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
介
護
の
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
こ
と
。

　

 　

そ
の
基
盤
と
な
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
認
知
症
高
齢
者
施
策
、
高
齢
者

住
宅
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
施
設
な
ど
に
つ
い
て
、
進
行
中
の
第
八
期

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
、
二
〇
二
四
年
度
か
ら
始
ま
る
第
九
期
計
画
と

整
合
性
を
も
っ
て
、
今
後
の
需
要
増
に
対
応
す
る
計
画
的
整
備
の
た
め
、
適
切

な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

（
回
答
）

　

 　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
構
築
に
つ
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
「
団
塊
の
世
代
」
が
全
て
七
五
歳
以
上
と
な
る
二
〇

二
五
年
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

 　

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
法
に
基
づ

き
、
総
合
確
保
方
針
を
定
め
、
医
療
計
画
と
介
護
保
険
事
業
計
画
の

整
合
性
を
確
保
し
た
上
で
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合

的
に
確
保
し
て
い
く
取
組
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
介
護
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
方
債
等
に
よ
る
地
方

財
政
措
置
に
加
え
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
に
よ
る
財
政
支

援
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

 　

総
務
省
と
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
、
基
金
に
つ
い
て
所
要

の
国
費
の
確
保
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
基
金
財
源
に
係
る
地
方
負

担
分
に
つ
い
て
も
、
適
切
に
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て

お
り
、
今
後
と
も
介
護
基
盤
の
計
画
的
な
整
備
が
推
進
さ
れ
る
よ
う

適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

三
．
生
活
保
護
・
生
活
困
窮
者
自
立
に
つ
い
て
（
回
答
無
し
）

　

 　

生
活
保
護
基
準
を
切
り
下
げ
て
受
給
者
の
権
利
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
市
民

生
活
・
地
方
自
治
体
の
諸
施
策
に
大
き
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
関
係
省
庁
と
調

整
し
て
速
や
か
に
復
元
す
る
こ
と
。

　

 　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
権
利
保
障
の
た
め
地
方
自

治
体
と
協
力
し
て
、
確
実
な
事
業
実
施
を
図
る
こ
と
。

四
．
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
つ
い
て

　

 　

社
会
全
体
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
実
現
す
る
よ
う
尽
力
す
る
こ
と
。
と
り
わ

け
地
方
公
務
員
の
職
場
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

　

（
回
答
）

　

 　

総
務
省
で
は
、
第
五
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
を
踏
ま
え
、
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
女
性
活
躍
・
働
き
方
改
革
の
取
組
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

　

 　

具
体
的
に
は
、・　

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
先
進
的
な
取
組
事
例

や
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
職
員
を
紹
介
す
る
事
例
集
の
作
成
・　

女
性
活
躍
や

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
引
き

続
き
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
と
し
て
、
各
地
方
公
共
団
体
が
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
法
律
上
定
め
ら
れ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
、

各
種
会
議
に
お
け
る
働
き
か
け
な
ど
、
機
会
を
捉
え
て
助
言
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

 　

今
後
と
も
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
状
況
を
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
し
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、

助
言
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

五
．「
ふ
る
さ
と
納
税
」
に
つ
い
て

　

 　

居
住
自
治
体
納
税
の
原
則
を
崩
し
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
は
近
い

将
来
の
廃
止
を
目
指
し
、
当
面
地
域
振
興
と
は
無
縁
な
返
戻
品
競
争
な
ど

の
歪
を
正
す
税
制
と
す
る
こ
と
。

　

（
回
答
）

　

 　

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
六
月
に
「
指
定
制
度
」

が
導
入
さ
れ
、
現
在
、
各
地
方
団
体
が
一
定
の
ル
ー
ル
の
も
と
で
、

制
度
の
適
正
な
運
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

 　

例
え
ば
、
返
礼
品
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
返
礼
品
そ
の
も

の
が
地
域
に
お
け
る
雇
用
の
創
出
や
新
た
な
地
域
資
源
の
発
掘
等
、

当
該
地
域
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と

の
観
点
か
ら
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
地
場
産
品
基
準
に
適
合
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

 　

総
務
省
と
し
て
も
、
今
年
、
こ
の
地
場
産
品
基
準
や
ふ
る
さ
と
納

税
の
募
集
費
用
に
係
る
基
準
を
厳
格
化
す
る
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
指
定
制
度
の
下
、
各
地
方
団
体
と
納
税
者
の
皆
様
の
ご

理
解
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
、
本
来
の
趣
旨

に
沿
っ
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

六
．
住
宅
政
策
に
つ
い
て
（
回
答
無
し
）

　

(

一)
 　

住
宅
困
窮
者
を
解
消
す
る
た
め
、
需
要
調
査
に
基
づ
き
公
営
住
宅
を
増

設
す
る
こ
と
。

　

(

二)
 　

人
口
動
向
と
整
合
し
な
い
過
剰
な
住
宅
建
設
、
農
緑
地
の
虫
食
い
的
開
発
、

老
朽
時
対
策
を
欠
く
住
宅
、
を
生
じ
な
い
都
市
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

七
．
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て

　

 　

内
容
が
未
熟
な
ま
ま
拙
速
に
成
立
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
一
括
法
は
、
高
齢
者
等

の
利
活
用
基
盤
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
強
権
支
配
に
つ
な
が
る
個
人

情
報
保
護
の
形
骸
化
、
地
方
自
治
否
定
な
ど
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で

見
直
す
こ
と
。
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
置
き
換
え
を

強
要
し
な
い
こ
と
。

　

（
回
答
）

　

 　

地
方
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
業
務

効
率
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
治
体
の
職
員
が
住
民
へ
の
直
接

的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
企
画
立
案
業
務
な

ど
、
職
員
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
業
務
に
注
力
で
き
る
環
境
を
整
え
、

地
方
の
自
主
性
・
自
立
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

　

 　

総
務
省
と
し
て
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
尊
重
し
な
が
ら
、
取
組

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
に
つ
い
て
は
、

特
定
健
診
情
報
や
今
ま
で
に
使
っ
た
薬
剤
情
報
が
医
師
等
と
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
、
デ
ー
タ
に
基
づ
く
診
療
・
薬
の
処
方
が
受
け
ら
れ

る
ほ
か
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
自
身
の
特
定
健
診
情
報
や
薬
剤
情
報

を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
健
康
増
進
に
も
つ
な
が
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

八
．
原
子
力
・
化
石
燃
料
発
電
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
回
答
無
し
）

　

 　

気
候
変
動
を
も
た
ら
す
化
石
燃
料
発
電
と
事
故
時
に
広
範
か
つ
深
刻
な
被
害

を
及
ぼ
す
原
子
力
発
電
に
依
存
し
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
転
換
す
る
こ
と
。

新
た
な
原
子
力
発
電
所
は
建
設
し
な
い
こ
と
。
休
止
し
た
原
子
炉
は
原
則
的
に

再
稼
働
せ
ず
、
計
画
的
に
廃
炉
と
す
る
こ
と
。

九
．
カ
ジ
ノ
賭
博
合
法
化
法
の
廃
止
に
つ
い
て
（
回
答
無
し
）

　

 　

賭
博
を
公
認
・
推
進
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域

の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
お
よ
び
「
特
定
観
光
施
設
区
域
整
備
法
」
は
、
賭
博

に
よ
る
市
民
生
活
の
破
壊
・
反
社
会
的
勢
力
の
介
入
が
危
惧
さ
れ
る
の
で
、
地

方
自
治
体
に
対
し
て
慎
重
な
対
応
を
助
言
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

＜

以
上＞


